
 
厚生労働大臣の定める掲示事項 （令和 7年 5 月 1日現在） 

 
 

<医療法人財団愛泉会 愛知国際病院概要> 

院長（管理者） 太田信吉 

副院長 河村健雄 

看護部長 川口順子 

事務部長 近藤正嗣 

許可病床数 72 床（内訳：地域包括ケア病床 52 床、緩和ケア病床 20 床） 

入院基本料 地域包括ケア病棟入院料１、緩和ケア病棟入院料 1 

医師数  常勤 9名 非常勤（常勤換算）2.88名 薬師数 常勤 3 名 

看護師数 常勤 外来 6 名 一般病棟 14名 緩和ケア病棟 17名 

     非常勤（常勤換算） 外来 2.68名 一般病棟 2.70 名 緩和ケア病棟 2.40名 

 

 

<東海北陸厚生局届出の施設基準について> 

（1）基本診療料 

 ・情報通信機器を用いた診療に係る基準・機能強化加算（初診料）・医療ＤＸ推進体制整備加 

・救急医療管理加算・診療録管理加算 3・医師事務作業者配置加算 2・感染対策向上加算 2 

・患者サポート体制充実加算・データ提出加算・入退院支援加算・医療的ケア児（者）入院前支援加算 

・認知症ケア加算【加算 2】・協力対象施設入所者入院加算・地域包括ケア病棟入院料 1 

・緩和ケア病棟入院料 1・入院時食事療養（Ⅰ） 

 

（2）特掲診療料 

・糖尿病合併症管理料・がん性疼痛緩和指導管理料・ニコチン依存症管理料・在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料の注 2 

に規定する遠隔モニタリング加算・がん治療連携指導料 

・薬剤管理指導料 別添１の「第 14の 2」の 1の(2)に規定する在宅療養支援病院・無菌製剤処理料 

・別添１の「第 14の 2」の 2の(2)に規定する在宅緩和ケア充実診療所、病院加算・検体検査管理加算 1 

・往診料の注 10 に規定する介護保険施設等連携往診加算・在宅がん医療総合診療料 

・在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

・在宅時医学総合管理料の注 15（施設入居時等医学総合管理料の注 5の規定により準用する場合を含む）及び在宅がん 

医療総合診療料の注 9 に規定する在宅医療情報連携加算 

・在宅患者訪問看護、指導料及び同一建物居住者訪問看護、指導料の注２・遺伝学的検査の注 1 に規定する施設基準 

・在宅患者訪問診療料（1）の注 13 に規定する在宅医療 DX情報活用加算・ＣT マルチスライス撮影 

・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅱ・運動器疾患等リハビリテーション料Ⅰ・呼吸器疾患等リハビリテーション料Ⅰ 

・がん患者リハビリテーション料  

・胃瘻造設術（経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）（医科点数表第 2章 第 10部手術の通則 

の 16 に掲げる手術）・輸血管理料Ⅱ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 

・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）・入院ベースアップ評価料 45・酸素の購入単価 

 

 

<入院基本料について> 

地域包括ケア病棟入院料１ 

入院患者 13 人に対して 1 人以上の看護職員を配置しております。 

日勤帯（8時00分より17時00分まで）の看護師1人当たりの受け持ち数は5人以内です。 

夜勤帯（17時00分より朝8時00分まで）の看護師1人当たりの受け持ち数は21人以内です。 
 
緩和ケア病棟入院料１ 
入院患者 7人に対して 1人以上の看護職員を配置しております。 

日勤帯（8時00分より17時00分まで）の看護師1人当たりの受け持ち数は4人以内です。 

夜勤帯（17時00分より朝8時00分まで）の看護師1人当たりの受け持ち数は7人以内です。 
 
 
<入院診療計画、院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制、意思決定支援について> 
当院では、入院の際に医師をはじめとして関係職員が共同して、患者様に関する診療計画を策定し、7 日以内に文書により 
お渡ししております。また、厚生労働大臣が定める院内感染防止対策、医療安全管理体制、褥瘡対策、栄養管理体制の 
基準を満たしております。また厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」等の 
内容を踏まえ、適切な意思決定支援に関する指針を定めております。 

 
 
<身体的拘束最小化の取り組みについて> 
当院では多職種による身体的拘束最小化チームを設置、身体拘束最小化のための指針を策定し、緊急やむを得ない場合
を除き、身体的拘束を行わない取り組みを行っております。 

 



<食事療養・生活療養について> 
医師の発行する食事せんに基づき、管理栄養士が管理する食事を適時（朝食：8時、昼食：12時、夕食 18時）・適温で 
提供し、十分な栄養指導を行っております。 
 
入院時食事療養(Ⅰ) （一食あたり） 
現役並み・一般：510円、住民非課税Ⅱ：240 円（入院 90日越：190円）、住民税非課税Ⅰ：110 円 

  （※指定難病患者及び小児慢性特定疾病児童については１食あたり 300円） 
 
 
<選定療養について> 
入院期間が 180 日を超える場合、181 日目から 1 日につき 1,740 円をご負担いただきます。 

 （ただし、厚生労働省の定める状態等に患者様がある場合はこの限りではありません） 
個室を利用する場合の室料差額（個室料）は、１日につき 6,710～14,410 円(税込)です。 
個室料、日用品、その他の料金の詳細については<保険外負担に関わる費用について>をご確認ください。 

 
一般病棟指定入院室番号 
201 号、202 号、203 号、205 号、206 号、207 号、208号、209 号、210 号、215 号 
216 号、217 号、301 号、302 号、303 号、305 号、315号 
緩和ケア病棟指定入院室番号 

   501 号、502 号、503 号、505 号、506 号、507 号、508 号、510 号、511 号、512 号 
 
 
<指定および公的認定について>  
当院は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行っている保険医療機関です。 
 
労働者災害補償保険法（労災）指定医療機関 結核予防法（適正医療） 生活保護法（医療扶助） 
身体障害者福祉法（厚生医療） 原爆医療法（一般疾病医療） 公害健康被害補償法（公害医療） 
母子保険法  
病院機能評価一般病棟Ⅰ3ｒｄＧ：Ｖｅｒ.2.0（2022年 1月 4日交付 認定期間 2026年 5月 28日まで） 

 
 
<明細書の発行について> 
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収証の発行の際に、診療報酬の算定

項目が分かる明細書を無料で発行しております。不要の方は会計窓口の箱の中にお入れください。なお、明細書の発行を希

望されない方は会計窓口にその旨をお申出ください。 

 

 

<情報通信機器を用いた診療について> 

当院では、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」（厚生労働省） を遵守し、オンライン診療を実施しております。 

情報通信機器を用いた診療の初診の場合には向精神薬を処方しません。 

 

 

<長期収載品について> 

令和6年10月1日より長期収載品を患者様自身が希望した場合に選定療養として自己負担が発生します。 

参考：厚生労働省資料 https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001282666.pdf 

 

 

<保険外負担に関わる費用について> 

室料：差額ベッド料 1日につき（税込額） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※一般病棟の小学生までの室料は2,200円（税込）です。 

※21時以降の入院当日の室料は1100円（税込）です。 

 
その他：1日につき、又は1回につき（税込額） 

口腔ケア

用品 

オーラルピース 1個 1，430円 

モアブラシ 1個 467円 

オーラルバイトスリム 1個 341円 

一般病棟（地域包括ケア病棟） 

特別個室（210） 14,410円 

3階個室（301～303、305、315） 7,810円 

2階個室（201～203、205、206～209） 7,810円 

2階個室（215～218） 6,710円 

5人部屋  無料 

緩和ケア病棟 

特別個室（501、512） 14,300円 

有料個室（502、503、505～508、510、511） 9,460円 

一般個室（513、515～518、520～523、525） 

※但し機器使用料（電話、テレビ、冷蔵庫、リクライ二ングチェア

可動式テーブル）として1日1,760円 

 

無料 



診察券（再発行） 1枚 110円 

切手代（50ｇ以内） 1枚 110円 

付添食 朝食 
昼食・夕食 

1回 
1回 

330円 
550円 

付添ベッド 簡易ベッド 
布団一式 

1日 
1日 

220円 
550円 

付添者入浴料 1回 550円 

クリーニング代 
※汚損がある場合 

枕 1回 440円 

キルト（薄布団） 1回 990円 

厚布団 1回 1,650円 

丸山ワクチン接種料 1回 236円 

 
※入院中に必要な日用品（おむつ、病衣等）については当院採用のアメニティーセットのご利用をお願いしております。 

 

各種文書料：1通につき（税込額） 

一般診断書 

勤務先・学校提出用診断書（当院指定様式） 3,300円 

警察提出用診断書（事故以外） 4,400円 

後遺症診断書 5,500円 

障害年金（厚生・国民年金）用診断書 5,500円 

成年後見人診断書 5,500円 

身体障害者手帳用診断書 5,500円 

精神障害者保健福祉手帳用診断書 5,500円 

介護保障用診断書 5,500円 

B型,C型肝炎患者医療給付事業用診断書 3,300円 

自立支援医療費（精神通院）用診断書（初回） 

（継続） 

3,300円 

2,200円 

その他（入院診断、各種保険申請等） 4,400円 

健康診断書 

健康診断書（検査代別途） 4,400円 

雇用時健康診断書（検査代含む） 11,000円 

英文健康診断書（複数ページのものは別途）  
（医師サインのみ） 

5,500円 
1,100円 

死亡診断書 

公的機関提出用 5,500円 

保険会社提出用 3,300円 

コピー 1,100円 

証明書 

勤務先・学校提出用証明書 1,100円 

初診証明書（生保用） 2,200円 

受領証明書（1か月分、最大3,000円） 550円 

小型船舶身体検査証明書 3,300円 

市町村事故証明書 3,300円 

寝たきり・認知症高齢者証明書 1,100円 

難病患者通院証明書 2,200円 

受診状況等証明書(年金等請求用) 3,300円 

認知症及び認知症に準ずる心身介護を必要とする状

態の認定書（シルバーホームまきば用） 

2,200円 

その他（野外活動、おむつ、労務可能等） 1,100円 

事故による 
各種文書料 

（自賠責） 

警察提出用診断書（本人・保険会社） 

勤務先・学校用診断書（本人）、診療報酬明細書 
4,400円 

医療照会書兼回答書（自賠によらない） 5,500円 

その他 

医療費申請書 1,100円 

特定疾患申請書（初回） 
（継続） 

3,300円 
2,200円 

安全会（高校生以上） 1,100円 

丸山ワクチン関係書類（初回申請書） 
（SSM臨床成績経過書） 

2,200円
1,100円 

予防接種健康被害救済制度（医療費・手当用） 
                  （受診証明書記載のみ） 

5,500円 
2,200円 

医療品副作用被害救済制度（医療費・手当用） 
（受診証明書の記載のみ） 

5,500円 
2,200円 

その他 

主治医の意見書（様式４） 3,300円 

データCD-Rの買取り（患者） 
（保険会社） 

550円 
1,100円 

 
※「検査結果報告書（学校、保健センター）」「車椅子支給用調査票」、「弾性着衣等装着指導書」「日常生活用具給付意見書」等は無料です。 

※「傷病手当金請求書」「休業補償（労災）」「結核予防法協力料・申請費用」「療養費同意書」は保険算定として100点の加算を頂いております。 
※「結核医療費に関わる申請書」は保険算定として100点の加算を頂いております。（申請代行を病院へ依頼される場合は追加で100点の加算 

があります。） 
 

 
<医療情報取得加算> 
・当院はオンライン資格確認を行う体制を有しており、受診歴、薬剤歴、薬剤情報、特定検診情報その他必要な情報を取得・



（愛知情報ネットQRコード） 

活用することで質の高い医療の提供に努めております。 
・厚生労働省が定めた診療報酬算定要件に従い、令和7年3月1日より下記のとおり診療報酬点数を算定いたします。マイナ保
険証によるオンライン資格確認にご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。 
 
初診時1点 
再診時（3ヶ月に1回に限り算定）1点 
（上記共にマイナ保険証の利用の有無に関わらず） 

 
 
<医療DX推進体制整備加算/在宅医療DX情報活用加算> 
・診察室等において、オンライン資格確認等システムにより取得した診療情報（投薬内容、手術記録、特定健診結果）等を活 
用して診療を実施しております。 
・マイナ保険証を促進する等、医療DXを通じて医療を提供できるよう取り組んでおります。 
・電子処方箋の発行（2025年5月開始）及び電子カルテ情報共有サービス（2025年9月開始予定）などの医療DXにかかる 
取組を実施しております。 

 
 
<協力対象入所者入院加算/介護保険施設等連携往診加算> 
下記施設において療養を行っている患者様の急変時に対応しております。 
（平時からの連携体制を構築している施設） 
 
特別養護老人ホームのぞみ 
特別養護老人ホーム日進ホーム 
特別養護老人ホームエイジトピア浅田 
特別養護老人ホームエイジトピア諸輪 
介護付き有料老人ホームまきば 
介護付き有料老人ホームふくろうの家 
軽費老人ホーム東郷春木ケアハウス 

 
 

<機能強化加算> 

当院は、地域におけるかかりつけ医機能を有する病院として下記の取り組みをいたします。 

・他の医療機関及び処方されている医薬品を把握し、必要な服薬管理を実施しております。 

・必要に応じて専門医又は専門医療機関への紹介を行っております。 

・健康診断等の健康管理に係る相談に応じております。 

・健康・福祉サービスに関する相談に応じます。 

・夜間・休日の問い合わせへの対応を行っています。また、必要に応じ緊急時の対応についても情報提供を行っております。 

 

※各都道府県のホームページに掲載されている医療機能情報提供制度（愛知情報ネット）をご利用いただくことで、かかり 

つけ医機能を有する医療機関等の地域の医療機関の検索ができます。 
 
 
 
 

 
 

<在宅医療情報連携加算> 
当院は通院が困難な患者様の診療情報等について、下記連携機関とICTを用いて常時確認できる体制を有しております。 
 
居宅介護支援事業所日進東郷（居宅） 
あいちたいようの杜（訪問看護） 
東名ブレース（福祉装具） 
水野歯科（歯科医院） 
日進居宅支援事業所（居宅） 
ユウ訪問看護ステーション（訪問看護） 
日進市中部地域包括支援センター（包括） 
メディケア守山（福祉装具） 
心のポケット（訪問看護） 


